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外国弁護士特別措置法の改正について 
 

外国法事務弁護士による弁護士との共同経営の自由化及び

弁護士の雇用解禁等 

  

 

1987年4月に施行されました「外国弁護士による法律事務の

取り扱いに関する特別措置法」(以下「外弁法」とします)が

2003年7月18日に改正され、同25日に公布されました。今回

の改正は国際化時代の法的需要を十分に満たすことができ

る質の高い総合的な法律サービスの提供を可能にすること

を目的とし、外国法事務弁護士と日本の弁護士（以下「弁護

士」とします）との提携関係の内容を当事者間の自由意思に

委ねることを趣旨としております。改正法は2005年に施行さ

れる予定ですが1、改正法の施行後は外国法事務弁護士と弁護

士とが提携して、日本法と外国法を含む総合的な法律サービ

スを提供することが可能になります。 

 

1. 改正の内容 

主要な改正項目は以下の通りとなります。 

• 外国法事務弁護士による弁護士の雇用が可能になりま
した。 

• 外国法事務弁護士と弁護士との共同事業及び収益分配
が可能になりました。 

• 現行の特定共同事業制度が廃止されました。 
 

2. 改正の背景 

従来、日本国内で法律サービスを提供する場合には、日

本の弁護士資格を取得する必要がありました。ところが

国際化の進展するなか、外国の弁護士資格を持つ弁護士

を受け入れる要求が強まり、1987年に外弁法が制定され

ました。 

 

                                                 
1 改正法の可決成立後 2年以内に施行されることが決まっております。 
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外弁法の施行後は法務大臣による資格審査を経た後、日本弁護士連合会に外国法事務弁

護士として登録をすれば、日本国内において法律サービスの提供を行うことも可能とな

りましたが、活動範囲が承認の基礎となった特定の外国法に限られ、外国法事務弁護士

による弁護士の雇用を禁止するなど制約が多く、規制緩和を期待する声が高まっており

ました。 

このような要請や日本国内の司法制度改革を反映して、日本政府は1994年に外弁法の改正

を行い、「特定共同事業」という合弁形態を用いた外国法事務弁護士と弁護士との連携

を認めました。しかしながら、特定共同事業においても共同事業の相手方や取り扱うこ

とができる業務の範囲に対して一定の制限を設けたことから、現実的には顧客からの要

請に十分に対応できなかった経緯がありました。 

そこで、今回の改正においては国際化の進展に対応する法律サービス提供のため、従来の

外弁法に規定されていた外国法事務弁護士と弁護士による共同事業の原則禁止、外国法

事務弁護士による弁護士の雇用禁止といった諸規制を廃止すると同時に、現行の不完全

な特定共同事業制度を廃止することとなりました。 

 

3. 改正により予想される法律業務の変更等 

(1) 法律業務の範囲 

従来は、外国法事務弁護士の顧客が権限内の外国法と日本法にまたがる法律サービス

の提供を必要とする場合、その外国法事務弁護士は日本の弁護士と特定共同事業とい

う合弁形態で連携する必要がありました。改正法の施行後は外国法事務弁護士が弁護

士あるいは弁護士法人と共同事業体を組織することにより、一つの事業体として、顧

客に対する外国法と日本法にまたがる法律サービスの提供が可能になります2。  

(2) 収益の分配 

改正法では外国法事務弁護士と弁護士が共同で行う法律サービスの提供を「外国法共

同事業」という名称で規定しており、この外国法共同事業から得る収益の分配は外国

法事務弁護士と弁護士あるいは弁護士法人との自由意思に委ねられるとされていま

す。このため外国法共同事業から得られる収益の分配について自由化が行われるもの

と推測されます3 。 

(3) 弁護士の雇用 

外国法事務弁護士による弁護士の雇用も解禁されます。雇用した弁護士に対する外国

法事務弁護士からの業務命令に対しては一定の制限を受けることになりますが4 、独

立した形態で雇用された弁護士による国内法に基づく法律サービスの提供は可能に

なるものと推測されます。 

 

 

                                                 
2 外国法事務弁護士自身による日本法に基づく法律サービスの提供は引き続き禁止されます。 
3 外国法共同事業は民法上の組合契約に該当することになると思いますので、収益の分配に関しては当事者間の持分請
求権に委ねられることになります。ただし、紹介料の禁止等、日本弁護士会の倫理規定の制約を一部受けることにな

ります。 
4 弁護士を雇用する外国法事務弁護士が、当該外国法事務弁護士が行うことができる業務の範囲を超える法律事務の取
り扱いにつき、被雇用関係に基づく業務上の命令を行うことを禁止する規定があります。 
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(4) 共同事業体の名称 

現在のところ、外国法事務弁護士と弁護士が行う外国法共同事業の名称に関して、細

則は発表されておりません5 。しかしながら、改正法でも外国法事務弁護士事務所、

弁護士個人や弁護士法人の固有名称を使用することを認めております。 

 

4. 私達の税務サービス 

このような外弁法の改正に伴い、今後に予想される外国の法律事務所による日本進出に

対応するためプライスウォーターハウスクーパース（税理士法人 中央青山）では日本に

おける税務申告をはじめとする様々な税務サービスを提供できる体制を整えておりま

す。外国の法律事務所が日本国内において事務所を開設する場合には日本の税法の取り

扱いに細心の注意を払う必要があります。 

 

詳しくは当法人の下記担当者までお問い合わせください。 

 

なお、この文章は2003年7月に発表された改正外弁法に基づき作成されております。今後、

発表が予想される取扱通達等に基づき、上記の内容について変更される場合があることを最

後に申し添えます。 
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5 名称には「外国法共同事業」の名称を付すことは決定しております。 


